
2026 年５ 月 

    神戸市都市局景観政策課 

景観形成のための支援制度 2027 年度対象事業の募集 

 

１ ． 趣旨・ 目的  

・ 本市では、 良好な景観形成に貢献する建築物、 外構の整備などを 行う 場合に、 整備費等の一部を 助

成し ています。  

・ こ の度、 2027 年度に工事を 予定さ れている方を対象に助成対象事業を 募集し ます。  

 

２ ． 助成対象行為・ 経費 

・ 以下の行為のう ち、 2027 年度に実施するも の。  

●景観重要建造物、 神戸市指定景観資源 等 

 助成対象行為 助成対象経費 

１  
管理計画又は保存活用計画に基づき 行われる 外

観等の維持、 修理に要する行為 
・ 設計、 工事等に要する経費 

２  

地域活動拠点等の地域活性化に資する 用途に活

用するための改修に要する 行為で必要と 認めら

れるも の 

・ 調査（ 耐震診断含む）、 計画策定等に

要する経費 

・ 耐震改修工事に要する経費 

・ 上記以外で県古民家再生事業補助を 受

ける経費 

●景観計画の重点地域等または景観形成市民協定の区域内で、すぐ れた都市景観の形成のための努

力が特に認めら れるも の 等（ 各区域の説明は、 裏面の備考欄を ご覧く ださ い。）  

 助成対象行為 助成対象経費 

１  

建築物等の新築、 増築、 改築、 大規模の修繕、

大規模の模様替え又は外観を 変更する こ と と な

る 色彩の変更のう ち 、 建築物等の外観意匠の高

質化に関する行為 

・ 設計、 工事等に要する経費 

・ ラ イ ト アッ プ設備の電気代など助成対

象行為の効果を 発揮する ために必要

不可欠な運用にかかる経費（ ただし 、

最大 3 年間を限度と する）  ２  

案内サイ ン、 モニュ メ ント 、 ラ イ ト アッ プ整備

( ※1) など 建物敷地や公共空間等の屋外空間の

高質な修景に関する行為 

（ ※1） ラ イ ト アッ プ整備の例 

・ ハード 事業：  公共的空間におけるラ イ ト アッ プ及び夜間演出設備の整備 

・ ソ フ ト 事業：  夜間観光に繋がる期間限定のイ ベント 及びイ ルミ ネーショ ン 

 

３ ． 助成金の額 

①助成率 １ ／３ 以下 

     ※景観重要建造物及び神戸市指定景観資源の外観等の維持、 修理に要する行為のう ち、

適切な保全管理に必要と 認めら れる行為は１ ／２ 以下 

※不特定多数の人が自由に利用でき る 広場や道路、 施設など公共的な性格を 持つ空間の

整備については１ ／２ 以下 

 



②限度額 ・ 景観重要建造物、 神戸市指定景観資源 …５ ０ ０ 万円 

                          耐震改修工事の場合は、  

木造２ ０ ０ 万円、 非木造２ ０ ０ ０ 万円 

     ・ 建築物等修景助成、 外構修景助成   …２ ５ ０ 万円 

     ・ ラ イ ト アッ プ整備等         …２ ０ ０ 万円 

※実施内容により 助成率・ 限度額は異なり ますので、 詳細は下記ホームページをご参照く ださ い。  

 今後の助成制度見直し により 、 ホームページの内容は変更になるこ と があり ます。  

https://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene/90_ support/10_ keikanjosei.htm l  

（ ラ イ ト アッ プ整備等は下記参照）  

https://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene/90_ support/20_ n ight.htm l  

 

４ ． 募集期間 

2026 年５ 月 20 日（ 水） ～６ 月 26 日（ 金）  

５ ． 応募方法 

市と 事前相談の上、 別紙エント リ ーシート に必要事項を記入し 、 提出し てく ださ い。（ 図面等必要） 

６ ． 手続き  

・ こ のエント リ ーシート は予算要求にあたり 助成対象物件を 選定するためのも のです。  

・ エント リ ーシート 提出後に神戸市において審査を 行います。 助成の可否、 概算額については 2027

年度にお知ら せし ますので、 改めて助成申請を お願いし ます。  

・ 助成申請後、景観形成の向上に向けた優先度等を勘案し 、助成の正式な可否、助成額を 決定し ます。  

７ ． その他 

・ 類似する他の助成と の重複交付はでき ません。  

・ 今後の助成制度の見直し や予算措置状況により 、エント リ ーいただいても 助成でき ない場合があり

ます。  

・ 実施にあたっ ては、 助成対象行為を 行う 場所が「 景観形成に取り 組む団体の活動する範囲」 にある

場合は当該団体と 協議を行っ てく ださ い。  

【 備考】 助成対象区域について 

・ 重点地域等－景観法に基づき 定める景観計画区域のう ち特に重点的に都市景観の形成を図る地域・ 地区 

「 眺望景観形成地域」： ポーアイ し おさ い公園、 元町 1 丁目交差点、 須磨海浜公園、 ビーナステラ ス 

「 都市景観形成地域」： 北野町山本通、 旧居留地、 神戸駅・ 大倉山、 須磨・ 舞子、 岡本駅南、 都心ウォ ータ ーフ ロ

ント 、 兵庫運河周辺 

「 沿道景観形成地区」： 税関線・ 三宮駅前、 南京町 

・ 景観形成市民協定－市民相互による都市景観の形成を目的と し た協定で市が認定し たも の 

（ ト アロード 地区、 新⻑ 田駅北地区東部、 栄町通、 魚崎郷地区、 三宮中央通、 神戸元町商店街、 有馬地区、 ハーバ

ーロード の８ 地区）  

 

担当・ 問合せ窓口： 都市局景観政策課 
電話： ０ ７ ８ －５ ９ ５ －６ ７ ２ ４  
M AIL： keikanseisaku@ city.kobe.lg .jp 

https://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene/90_support/10_keikanjosei.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene/90_support/20_night.html
mailto:keikanseisaku@city.kobe.lg.jp


 
 

2027 年度 神戸市景観形成助成金エント リ ーシート  

 

                          2026 年  月  日 

申請者 

住所  

氏名  

連絡先  

代理者等 

住所  

氏名  

連絡先  

行為の場所 神戸市    区   

行為の種類 

・ 概要 

□建築物等 

□新築  □増築  □改築   

□大規模の修繕・ 模様替え  

□外観色彩の変更 □その他（         ）  

□外構  □修景  □その他（          ）  

□夜間景観形成 
□ハード 事業 （ ラ イ ト アッ プ整備など）  

□ソ フ ト 事業  （ 期間限定の夜間イ ベント など）  

 

行為の内容 

 

（ 具体的かつ簡潔にご記入く ださ い）  

 

 

 

行為の予定期間   年  月    ～      年  月 

行為予定費用 

（ 概算）  
  

添付図書 

□付近見取図  □配置図  □現況写真  □見積書等 

□設計図面（ 平面図、 立面図、 断面図、 構造図など）  

□その他行為の概要を示す図書  

（                                ）   

□事業の詳細がわかる資料（ 事業範囲図、 企画書、 実施詳細計画書など／

夜間景観形成 ソ フ ト 事業の場合）                        

備考 他の類似の助成申請（ 有・ 無）  

・ こ のエント リ ーシート は予算の範囲内で景観形成の向上に向けた対象物件を 選定する ためのも のです。 

・ エン ト リ ーシート を 提出後に神戸市において審査を 行います。 助成の可否、 概算額については審査後に

お知ら せし ますので、 改めて助成申請を お願いし ます。  

・ 今後の補助事業の見直し や予算措置状況により 、エント リ ーいただいても 助成でき ない場合があり ます。 


